
                          

第Ⅱ部 医療安全管理体制 １  

２－１① 医療安全管理に関する組織体制 

 

 

報告・提言        意思決定 

 

 

                       

 

 

 

 

インシデント・アクシデント事例の報告                        医療安全に関する 

医療安全に関する提言                               具体的な指示 

報告書等会議資料提出 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

       インシデント・アクシデント報告書の提出                     決定事項の伝達 

                                                   医療安全に関する啓発 

                                            

 

 

 

 

 

 

       インシデント・アクシデント報告書の提出 

                               

  

 

２０１７年 4 月１日 

改正 ２０２０年２月３日 

改正 ２０２０年３月２日 

病院長 

委員長 ：副院長等 

副委員長：医療安全管理室室長  

委員  ：内科系・外科系診療部、事務長、看護部長、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管

理責任者、医療放射線安全管理責任者、診療支援部、事務部 

趣旨  ：医療安全管理の責任的立場にある者の協議による医療安全管理体制の確立 

内容  ：医療安全管理・医療事故への対応に関する全般的事項 

     医療安全管理室の活動報告及び審議等承認を行う 

医療安全管理委員会 

 

医療安全管理室室長：医療安全管理者  

構成員：医療安全管理者・医療安全推進者・事務 

趣旨：医療安全委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に施設内の安全管理を担う部門 

内容：①医療安全の管理体制の強化を図る 

    ②医療事故防止と再発防止を図る 

    ③医療安全管理委員会等の資料および議事録作成と保管 

    ④医療安全管理研修の企画と運営 

    ⑤リスクマネージャーの支援 

    ⑥患者相談窓口に関する業務 

医療安全管理室 

職員：各部署・各部門に 1名ないし 2名 

任務：各部署の医療安全対策の推進、安全文化の醸成 

    ①インシデント事例の分析・対策提案 

②医療安全管理研修への積極的な参加を促す 

③医療安全対策に関わる事項の周知徹底 

④医療安全管理室との連絡調整 

医療安全推進担当者（リスクマネージャー） 

インシデント・アクシデント事例を体験した医療従事者 

決定事項の伝達 

医療安全に関する啓発 


